
地域における日本型食生活等の普及促進及び
教育ファームの取組の支援（拡充）

【２，６８６（２,３１４）百万円の内数】

対策のポイント
○ 「食事バランスガイド」を活用し、地域の実情を踏まえた食

育活動を通じ、「日本型食生活」の実践を推進します。
○ 教育ファームの取組支援を通じ、自然の恩恵と食に関わる人

々の活動の重要性について国民の理解を深めます。

＜背景／課題＞
・栄養バランスの偏り、不規則な食事、生活習慣病の増加など食生活が乱れています。
・食べ物の生産や流通の過程が消費者から見えにくくなっている現在、食生活が自然の恩
恵や農林漁業者等の努力により支えられていることを伝えることが重要です。

政策目標
・「食事バランスガイド」を参考に食生活を送っている人の割合（平成22年度

目標：30％）
・市町村等の関係者によって計画が作成され様々な主体による教育ファーム

の取組がなされている市町村の割合（平成22年度目標：60％）

１．事業内容
地域の実情に応じた食育活動に対して以下の支援を行います。

【支援の対象となる活動の例】
① 食育総合展示会の開催等

地域における「日本型食生活」等の実践を推進するために開催する、「食事バラン
スガイド」の普及・活用等をテーマにした食育総合展示（食育都道府県民大会等）や
食育活動意見交換会。

② 食育推進リーダー育成・活動
地域における食育ボランティアの活動のコーディネート等を行う食育推進リーダー

の育成。
地域において、ボランティア等を対象として「日本型食生活」等の実践を推進する

ために、食育推進リーダーが行う講習会、研修会、現地指導等。
③ 食育推進協議会の開催

地域で食育に取り組む団体のネットワークの整備。地域版「食事バランスガイド」
（地場産物、郷土料理の活用）の策定・普及等の取組。

④ 教育ファームの取組
地域における教育ファームの運営、教育ファーム推進計画作成に向けた検討、市町

村等協議会の運営。

２．事業実施主体 都道府県、市町村、民間団体等

３．交付率 定額（１／２以内）

４．事業実施期間 平成１８年度～２６年度

［お問い合わせ先：消費・安全局消費者情報官（０３－３５０２－５７２３（直））］



~食育食育食育食育のののの推進推進推進推進~

１１１１ 全国段階全国段階全国段階全国段階のののの取組取組取組取組（（（（食育実践活動推進事業食育実践活動推進事業食育実践活動推進事業食育実践活動推進事業））））

○ 食育総合展示（食育都道府県民大会等）の開催
○ 地域における食育推進リーダーの育成、活動の支援（講習会等）
○ 食育に取り組む団体等のネットワーク整備 等

○ 「食事バランスガイド実践週間」の取組、食育実践活動に使用する指導者向け教
材集等の作成、食育実践活動をする者を対象とした研修会の開催（委託費）

○ 広域的、先進的な食育活動の取組を支援（補助金）

「「「「食事食事食事食事バランスガイドバランスガイドバランスガイドバランスガイド」」」」をををを活用活用活用活用したしたしたした「「「「日本型食生活日本型食生活日本型食生活日本型食生活」」」」のののの実践実践実践実践のののの推進推進推進推進

２２２２ 地域段階地域段階地域段階地域段階のののの取組取組取組取組（（（（消費消費消費消費・・・・安全対策交付金安全対策交付金安全対策交付金安全対策交付金））））

○ 教育ファームの先進事例集の作成等（委託費）

教育教育教育教育ファームのファームのファームのファームの推進推進推進推進

１１１１ 全国段階全国段階全国段階全国段階のののの取組取組取組取組（（（（食育実践活動推進事業食育実践活動推進事業食育実践活動推進事業食育実践活動推進事業））））

２２２２ 地域段階地域段階地域段階地域段階のののの取組取組取組取組（（（（消費消費消費消費・・・・安全対策交付金安全対策交付金安全対策交付金安全対策交付金））））

○教育ファームの運営
○地域における教育ファーム推進計画の作成に向けた検討
○市町村等協議会の運営 等


